
徳
島
県
規
則
第
十
九
号

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日

徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
徳
島
県
治
水
及
び
利
水
等
流
域
に
お
け
る
水
管
理
条
例
（
平
成
二
十
八
年
徳
島

県
条
例
第
七
十
二
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
用
語
）

第
二
条

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）

、
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和

二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
及
び
条
例
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
流
域
水
管
理
計
画
を
定
め
る
流
域
）

第
三
条

条
例
第
七
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
流
域
は
、
治
水
及
び
利
水
を
は
じ
め
と
す
る
流
域
に
お

け
る
水
管
理
に
関
す
る
著
し
い
課
題
が
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
流
域
と

す
る
。

（
開
発
行
為
）

第
四
条

条
例
第
十
九
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
（
都
市
計
画
法

（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
区
域
に
あ
っ
て
は
、
五
千
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
）
の
土
地
の
形
質
を
変
更
す
る
行
為
（
非
常
災
害
の
た
め
必
要
な
応
急
措
置
と
し
て
行

う
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
認
定
を
要
し
な
い
建
築
物
）

第
五
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る

。一

建
築
基
準
法
第
八
十
五
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
仮
設
建
築
物

二

増
築
又
は
改
築
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
増
築
又
は
改
築
に
係
る
部
分
に
居
室
を

有
し
な
い
建
築
物

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
や
む
を
得
な
い

と
知
事
が
特
に
認
め
た
建
築
物

（
児
童
福
祉
施
設
等
）

第
六
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
則
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

二

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型

共
同
生
活
介
護
の
用
に
供
す
る
施
設

三

介
護
保
険
法
第
八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
同
条
第
二
十
九
項
に
規

定
す
る
介
護
医
療
院

四

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
共
同
生
活
援
助
の
用
に
供
す
る
施
設



（
平
成
三
十
年
規
則
第
十
九
号
・
一
部
改
正
）

（
認
定
の
申
請
）

第
七
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
建
築
主
は
、

河
川
等
出
水
警
戒
区
域
建
築
認
定
（
変
更
認
定
）
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
の
正
本
及
び
副
本
に
、
そ

れ
ぞ
れ
次
項
に
規
定
す
る
図
書
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
（
条
例
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

則
で
定
め
る
図
書
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
図
書
と
す
る
。

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

付
近
見
取
図

方
位
、
道
路
及
び
目
標
と
な
る
地
物

配
置
図

縮
尺
及
び
方
位

敷
地
の
境
界
線
及
び
面
積
、
敷
地
内
に
お
け
る
建
築
物
の
位
置
及
び
用
途

並
び
に
申
請
に
係
る
建
築
物
と
他
の
建
築
物
と
の
別

擁
壁
の
設
置
そ
の
他
安
全
上
適
当
な
措
置

土
地
の
高
低
、
敷
地
と
敷
地
の
接
す
る
道
の
境
界
部
分
と
の
高
低
差
及
び

当
該
境
界
部
分
の
高
さ
、
申
請
に
係
る
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ
、
当
該

建
築
物
が
周
囲
の
地
面
と
接
す
る
位
置
の
う
ち
最
も
低
い
位
置
、
地
盤
面

の
高
さ
並
び
に
敷
地
の
想
定
浸
水
位

河
川
等
出
水
警
戒
区
域
の
境
界
線
（
敷
地
の
一
部
が
河
川
等
出
水
警
戒
区

域
に
含
ま
れ
る
場
合
に
限
る
。
）

各
階
平
面
図

縮
尺
及
び
方
位

間
取
、
各
室
の
用
途
及
び
床
面
積

主
要
構
造
部
で
あ
る
部
材
の
位
置
、
寸
法
及
び
材
料
の
種
別

床
面
が
最
も
低
い
居
室
の
位
置
及
び
床
面
の
高
さ

二
面
以
上
の
立
面
図

縮
尺

開
口
部
の
位
置

二
面
以
上
の
断
面
図

縮
尺



地
盤
面
及
び
そ
の
高
さ
並
び
に
想
定
浸
水
位

各
階
の
床
面
の
高
さ
及
び
建
築
物
の
各
部
分
の
高
さ

地
盤
面
算
定
表

地
盤
面
の
高
さ
及
び
敷
地
と
敷
地
の
接
す
る
道
の
境
界
部
分
の
高
さ
を
算

定
す
る
た
め
の
算
式

条
例
第
二
十
四
条
第

次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
建
築
物
に
該
当
す
る
こ
と
を
確
認
す
る

三
号
（
条
例
第
二
十

た
め
に
必
要
な
事
項

六
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
以
下
同
じ
。

）
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
の
確
認
に
必

要
な
図
書

３

条
例
第
二
十
三
条
第
三
項
第
七
号
（
条
例
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

設
計
者
、
工
事
監
理
者
及
び
工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

建
築
物
の
敷
地
面
積

三

工
事
の
種
別
、
着
手
予
定
年
月
日
及
び
完
了
予
定
年
月
日

四

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項

４

第
一
項
の
申
請
書
及
び
第
二
項
の
図
書
に
記
載
す
る
高
さ
及
び
想
定
浸
水
位
は
、
河
川
等
出
水
警
戒

区
域
に
知
事
が
設
置
す
る
基
準
点
を
基
準
と
し
て
算
定
し
、
東
京
湾
平
均
海
面
か
ら
の
高
さ
に
よ
り
表

記
す
る
も
の
と
す
る
。

（
認
定
の
基
準
）

第
八
条

条
例
第
二
十
四
条
第
三
号
の
規
則
で
定
め
る
建
築
物
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

建
築
物
が
水
を
遮
蔽
す
る
擁
壁
、
盛
土
そ
の
他
の
構
造
物
で
囲
ま
れ
る
な
ど
、
居
室
が
浸
水
し
な

い
構
造
で
あ
る
建
築
物

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
建
築
物
及
び
そ
の
敷
地
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
十
分
に
安
全
性
が

確
保
で
き
る
と
知
事
が
特
に
認
め
た
建
築
物

（
認
定
証
の
交
付
）

第
九
条

条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
（
条
例
第
二
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
よ
る
認
定
証
の
交
付
は
、
河
川
等
出
水
警
戒
区
域
建
築
認
定
証
（
様
式
第
二
号
）
に
、
第
七

条
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
及
び
そ
の
添
付
図
書
を
添
え
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
軽
微
な
変
更
）

第
十
条

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の

変
更
で
あ
っ
て
、
変
更
後
も
建
築
物
の
計
画
が
条
例
第
二
十
四
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
こ
と



が
明
ら
か
な
も
の
と
す
る
。

一

建
築
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

二

設
計
者
、
工
事
監
理
者
又
は
工
事
施
工
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は

そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

建
築
物
の
敷
地
面
積

四

建
築
物
の
敷
地
の
想
定
浸
水
位
以
上
に
あ
る
居
室
の
位
置
又
は
床
面
の
高
さ
（
変
更
後
も
居
室
の

床
面
の
高
さ
が
建
築
物
の
敷
地
の
想
定
浸
水
位
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

五

工
事
の
着
手
予
定
年
月
日
又
は
完
了
予
定
年
月
日

（
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

条
例
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
変
更
後
の
建
築
物
が
条
例
第
二
十
三
条

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
用
途
に
供
す
る
建
築
物
以
外
の
も
の
と
な
る
場
合
に
あ
っ
て
は
非
該
当
用
途
変

更
届
出
書
（
様
式
第
三
号
）
に
よ
り
、
前
条
に
規
定
す
る
軽
微
な
変
更
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
軽
微

変
更
届
出
書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
水
サ
ポ
ー
ト
団
体
の
認
定
の
申
請
）

第
十
二
条

条
例
第
四
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
は
、
利
水
サ
ポ
ー
ト
団
体
認
定
申
請
書
（
様

式
第
五
号
）
に
、
知
事
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
前
渇
水
行
動
計
画
の
対
象
と
す
る
ダ
ム
）

第
十
三
条

条
例
第
四
十
四
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
ダ
ム
は
、
早
明
浦
ダ
ム
、
長
安
口
ダ
ム
そ
の
他

深
刻
な
渇
水
が
頻
繁
に
発
生
し
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
当
該
ダ
ム
の
貯
水
率
に
応
じ
た
対
策
等

が
必
要
で
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
ダ
ム
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
三
十
年
規
則
第
十
九
号
）

（
施
行
期
日
）

一

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
の
様
式
に
相
当
す
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の

そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

附

則
（
令
和
四
年
規
則
第
四
十
一
号
）

（
施
行
期
日
）

一

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
七
年
規
則
第
六
十
二
号
）

（
施
行
期
日
）

一

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


